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ワクチン接種コールセンター（接種の予約・接種券の再発行・その他問い合わせ）

☎０１２０（３１２）４４５ 
平日：午前10時～午後6時、土曜日：午前９時～午後５時、日・祝：休業

接種券を順次発送しています

・令和５年９月１９日までに接種を受けている人 ： 前回接種から３カ月経過をめどに新たな接種券を送付します。

・３回目～６回目用の未使用の接種券を持っている人 ： その接種券を使って接種ができます。

　接種は必ず事前予約が必要です。

　これまでの３年間、 年末年始に新型コロナウイルス感染症が流行しているため、 国は重症化リスクの高い高

齢者などに XBB 対応ワクチンの接種をおすすめしています。 接種を希望する場合は、 早めの予約をお願いし

ます。

・接種券 （切り取り線がありますが、 切り取らずそのまま

　持ってきてください。）

・本人確認書類 （マイナンバーカード、 運転免許証、 保険証など）

・お薬手帳 （持っている人）

接種の際に持っていくもの

　政府公式の「新型コロナワクチン接種証明書」アプ

リでは、国内用・海外用の接種証明書を発行すること

ができます。

　新たにワクチン接種を行った際は、改めて発行する

必要があります。自動的には記録が反映されないた

め、アプリ内の【再発行】もしくは【最新の証明書の発

行】ボタンを押し、更新してください。

【必要なもの】

・マイナンバーカード

・パスポート（海外用を希望の場合）

接種証明書アプリで接種記録を反映するには

↑
（接種券見本）真ん中は切り取らない

（デジタル庁ウェブサイト）
アプリの取得はこちらから

◀アプリ画面イメージ

納め忘れはありませんか？

STOP滞納！対応を強化します
問い合わせ　納税課（☎内線334・335・366）

　11・12月は県下一斉徴収強化月間です。

市税などの納め忘れがないか、いま一度確

認をお願いします。納期限を過ぎても納付

していない人は、早急に納めてください。

滞納すると財産を差し押えます
　税負担の公平性を確保するため、市税などを滞納している

人には、法律の規定により財産調査をし、預貯金や給与、生命

保険、不動産などを差し押えます。財産調査や差押えは本人

の了承、同意を得ることなく行います。差し押えた財産は滞納

となっている税や延滞金などに充当します。

口座振替・スマホ納付を活用しましょう

　納期日に確実に納付ができる口座振替を活用し

てください。一部の金融機関はＷｅｂから申請できま

す。二次元コードが載った納付書であれば、クレジッ

トカードなどで納付できます。従来どおり、コンビニ

エンスストアや金融機関での納付書払い、スマート

フォン決済アプリ（※）も利用できます。　

※一部利用できない場合もあります。

　災害など不可効力によるやむを得ない事情から

一時的に納付が困難な場合は、そのまま放置せず必

ず納税課へ連絡してください。なお、納期限を過ぎ

て、督促や催告などをしても納付や相談がない場合

はただちに滞納処分（差押えなど）に着手します。

早めの相談を
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